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安全衛生対策項目の確認表の作成について 
 
 
 建設工事における安全衛生経費については、労働災害防止対策を適切に実

施する上で必要な経費であり、安全衛生経費が下請負人まで適切に支払われ

ることが必要です。 
このため、国土交通省では、「建設工事における安全衛生経費の確保に関す

る実務者検討会（以下「検討会」という。）」を開催し、令和４年６月に「建

設工事における安全衛生経費の適切な支払いに向けて（提言）」が検討会で取

りまとめられました。この提言では、安全衛生経費の「見える化」の必要性

とともに、「安全衛生経費の適切な支払いのための実効性ある施策」として、

元請負人と下請負人の間における安全衛生対策の認識の齟齬の解消や安全衛

生意識の共有を図るため、「安全衛生対策項目の確認表」と安全衛生経費の内

訳明示のための「標準見積書」の作成・普及等の有効性が示されました。 
この提言を踏まえて、国土交通省では、「安全衛生対策項目の確認表及び標

準見積書に関するＷＧ（以下「ＷＧ」という。）」を開催し、見積時に安全衛

生対策項目の「対策の実施分担」及び「費用負担」を確認するための「安全

衛生対策項目の確認表」の検討を進めてまいりました。 
今般、工種ごとの確認表の作成・普及を促進するため、「安全衛生対策項目

の確認表（参考ひな型）（別添１）」及び「安全衛生対策項目の確認表（参考

ひな型）説明書（以下「説明書」という。）（別添２）」を作成しました。 
各専門工事業団体におかれましては、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひ

な型）」及び「説明書」並びに先行的に作成した工種の確認表※（別添３）を

参考に、工種ごとに「安全衛生対策項目の確認表」を検討、作成いただくよ

うお願いいたします。 



また、すべての建設企業におかれましては、建設工事の現場において、「安

全衛生対策項目の確認表」を活用することにより、元請負人と下請負人との

間で安全衛生対策の分担を共有し、安全衛生経費の適切な支払いにつなげて

いただくようお願いいたします。

 なお、安全衛生経費の内訳明示のための「標準見積書」に関しては、今年

度にＷＧを開催し、検討を進めることとしております。

※ 専門工事業団体等の協力を得て、５工種（型枠、管、内装仕上、外部足場、住宅）の確認

表を先行的に検討・作成。（外部足場は検討中）

【問い合わせ先】 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設市場整備課 

専門工事業・建設関連業振興室 


